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令和２年度寒川町子ども・子育て支援事業計画進行管理に対する 

質問・意見と回答 

ページ 事業名 質問・意見内容 町からの回答 

４ １ 

児童クラブ運営

事業 

 

＜学び推進課＞ 

 

Ｂ評価の理由について 

資料２に【定員数の見直しや、

公共施設及び民間資源の活用が実

施できなかったため】との記載が 

ありますが、その経緯やなぜ、 

見直しや活用が実施できなかった

のかの詳細についてと、今後の方

向性や方針についてもう少し説明 

をお願いします。また、今年度 

の待機児童・入所保留児童数や、

休校時の対応等、昨年度、町役場

で臨時に行われた対応について 

の報告をお願いします。 

 

 

 

・旭小学校区の児童数が急激に増え

たことから、令和２年度は翌年度の

開設に向けて新たな児童クラブ建

設の準備、また、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止に向け、児童ク

ラブを始め、他の事業への取り組み

を早急に進める必要が生じたこと

から、定数の見直しや公共施設及び

民間資源の活用実施を進めること

ができませんでした。 

・今後の方向性や方針は、公共施設

及び民間資源の状況の把握が必要

であることから、調べを進め、現状

を把握し、今後の方向性を検討して

いきます。 

・令和３年度の待機児童・入所保留

児童数は、４月１日時点で全児童ク

ラブ４３名、９月２４日現在で、１

９名です。 

・令和２年度、小学校が休校となっ

たことから、委託先である寒川学童

保育会と話し合い、一日保育を行う

こととし、児童が安心して通所でき

るよう、各クラブで感染対策に必要

な備品及び消耗品を購入し、感染の

拡大防止に努めました。また、感染

リスクの低減を図るため、保育の規

模を縮小する必要があったことか

ら保護者に自粛を要請し、その期間

の保育料について減免しました。 

 

１２ ９ 

(仮称)健康福祉

総合センター検

討・建設事業 

 

＜財産管理課＞ 

＜福祉課＞ 

 

保健福祉施設の整備や時期につ

いて、令和 3年度以降検討してい

くとのことであるが、関係各課と

連携・協議してできるだけすみや

かに検討を進め、建設を進めてい

ただきたい。 

 

保健福祉施設を集約し整備する

ことについては、昨今のコロナ禍に

より、町の財政状況の厳しさが増し

ていることや、集約施設の整備構想

をスタートさせた時点と比較し、前

提条件が変化していることから、現

在一度立ち止まって、整備時期につ

い再考しております。 
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ページ 事業名 質問・意見内容 町からの回答 

２０ １７ 

利用者支援事業

（特定型） 

 

＜子育て支援課＞ 

 

 

令和元年度から、保育担当窓口

に保育コンシェルジュを設置し相

談に対応されているとのことです

が、保育コンシェルジュの人数・

職種・これまでの相談対応件数を

教えていただきたい。 

 

保育コンシェルジュの人数は１

名です。 

職種は会計年度任用職員です。 

これまでの相談件数 

令和元年度 ４７件 

令和２年度  ８件 

 

５１ ４８ 

母子予防接種事

業 

 

＜子育て支援課＞ 

 

父親世代の風疹ワクチン接種につ

いて 

母子保健に関わる重要なワクチ

ンである父親世代の風疹ワクチン

についてもこの事業に含まれてい

ますか？これらは対象者の母数を

算出するのが難しいと思います

が、接種率や広報、啓発等どこか

で進行が管理されているのでしょ

うか？ 

父親世代の風しんワクチン接種

については、妊娠中の女性が風しん

に感染した場合に生じる可能性が

ある先天性風しん症候群を抑制す

る効果があるとされており、「風し

んの追加的対策事業」として、全国

統一的な取り組みが行われていま

す。 

町では、母子予防接種事業の中で

実施しており、対象者あての個別通

知や接種率の把握、ホームページや

広報を通じた周知に努めています。 

 

６４ ６３ 

安全・安心パト

ロール活動の推

進 

 

＜学び推進課＞ 

＜町民安全課＞ 

 

パトロールの目的について 

本事業は声かけ事案や露出、連

れ去り等不審者に対する犯罪行為

抑止の目的で行っていると思いま

す。パトロールの目的には、交通

事故防止は含まれているでしょう

か。千葉の通学路上での悲しい事

故があったことを教訓として、今

後通学路の整備なども行われると

思います。この件については、様

々な立場からの意見が道路を管理

されている部署へ集約されること

が重要と考えます。 

パトロールにおいて、歩道の未

整備や子どもの通学において見通

しの悪い道、徐行違反や違法駐車

などの交通マナーについて確認し

て頂き、ぜひ車道から見えた防犯

アドバイザーの方からの意見も挙

げて頂けると嬉しいと思います。 

 

全国各地で、多くの凶悪な犯罪や

振り込め詐欺などの事案が発生し

ており、町においては、年々犯罪件

数は減少傾向にありますが、未だ様

々な事案が発生している状況です。 

このような犯罪や事故を未然に

防止し、子ども達の見守り活動を含

め、町民の皆さんの防犯意識や犯罪

抑止効果を高め、「安心・安全なま

ちづくり」につなげるため、平成 

１８年より青色回転灯付き（青パ

ト）の公用車で、神奈川県警察OB

の防犯アドバイザー（１名）、防犯

相談員（２名）による防犯パトロー

ルを実施しているところです。 

今回、ご質問いただいた交通安全

に関する件につきましては、現在、

防犯アドバイザー及び防犯相談員

によるパトロールを毎日（祝日・年

末年始を除く）実施しており、町内

を満遍なく巡回し、犯罪抑止だけで

なく、施設瑕疵による悲惨な交通事

故を減らすため、危険箇所（横断歩 
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ページ 事業名 質問・意見内容 町からの回答 

   

道、標識・看板等）の確認や交通マ

ナーの啓発についても実施し、茅ケ

崎警察署や道路管理者に対し、補修

等の依頼を行っているところでご

ざいます。 

また、防犯アドバイザーが「寒川

町子どもの安心・安全を見守る推進

委員会」等に出席をし、児童・生徒

の登下校の安全を確保するため、委

員会での意見集約やアドバイスを

しているところでございます。 

 

６５ ６４ 

交通安全活動事

業 

 

＜町民安全課＞ 

『評価の理由』の記載内容の表現

について 

【交通事故発生件数が、目標と

している計画値を達成したため】

という表現ではなく、＜実績値が

計画（想定？）値よりも下回った

ため＞というような表現の方が適

切ではないでしょうか。もしくは、

計画値が年次で少なくなるような

見積り件数に根拠があるのであれ

ば＜前年度より減少したため＞と

いう表現でも良いと思います。ち

なみに来年度の計画値は、今年度

の実績に合わせて変更されるので

しょうか？ 

事業によって、指標の実績値が計

画値以上の場合に目標を達成した

と評価されるものと、実績値が計画

値以下の場合に目標を達成したと

評価されるものがあり、本事業は後

者に当たります。このため、「8.

備考」に「本事業は、達成率が 100

％以下の場合に目標を達成し、0％

に近くなるほど達成度が高い状況

となります。」という記載を加えま

す。 

計画値の変更については、実績値

との乖離が大きい場合に検討しま

すが、令和 2年度の実績値は新型コ

ロナウイルス感染症感染予防のた

めの外出控えの可能性がある等例

年にない環境下であり、今後の状況

を見ながら検討いたします。 

 

７１ ７２ 

ふれあい塾運営

事業 

 

＜学び推進課＞ 

 

ふれあい塾運営事業において

は、新型コロナウイルス感染症拡

大防止に伴い事業を中止されてい

ますが、放課後の居場所づくりと

しての役割として期待されますの

で、感染終息後速やかな再開を希

望します。 

 ふれあい塾運営事業については、

運営する指導員及びボランティア

との協議により、新型コロナウイル

ス感染症が終息するまでは、事業を

中止することとしましたが、指導員

及びボランティアの事業に対する

モチベーションが高いことから、終

息後は速やかに事業を再開したい

と考えております。 
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ページ 事業名 質問・意見内容 町からの回答 

― 全体を通して 

 

＜学び推進課＞ 

＜学校教育課＞ 

＜教育施設給食課＞ 

 

昨年度の新型コロナウイルス感

染症の流行において、様々な子ど

もの居場所が閉鎖されました。そ

の中で近隣の市町村に比べ寒川町

は、でき得る限りの対策をもって

子どもたちの健やかな育ちを守っ

てくださいました。具体的には、

青少年広場や、学校の校庭開放の

継続等は、大変ありがたいもので

す。児童クラブ登録児童を、休校

中に学校で一部見守って下さった

こともありました。担当課の垣根

を超え、急な対応にもご尽力いた

だきました。ひとりの町民、保護

者としても感謝いたします。 

未だ先行きは不透明ですが、今

後もぜひ、子どもたちを中心に大

人のできることを、それぞれの立

場から一緒に考えていきたいと思

います。 

よろしくお願いいたします。 

 

青少年広場については、利用団体

や利用者に対し新型コロナウイル

ス感染拡大防止に伴う利用条件（感

染防止対策）を定め、利用団体への

通知、広場内に掲示版を設置し周知

を行い利用していただいておりま

す。 

児童クラブについては、休校に伴

い一日保育を実施しましたが、一日

保育が長期化したことにより、支援

員等の身体的及び精神的な疲労を

軽減するため、教育委員会学校教育

課と協議を行ない、学校にて午前中

学校教職員等の協力を得て児童ク

ラブに入所する児童の見守りを行

なっていただきました。また、校庭

の一般開放は中止となっていまし

たが、児童クラブの入所児童につい

ては、感染リスクの低減を図るた

め、保育時間中のみ校庭を使用させ

ていただきました。 

今後も青少年広場及び児童クラ

ブについては、新型コロナウイルス

感染症が終息するまでは、拡大防止

対策を図り、関係課と連携し対応し

ていきたいと考えております。 

 

 


